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備讃瀬戸海域におけるこませ網漁業漁期の
安全対策について



巻　頭　言

数多くの漁船・商船、貨物船、フェリー・旅客船等が輻輳して航行する瀬戸内海は、四

国の東西にある紀伊水道と豊後水道から出入りする海流（黒潮）により自然の恩恵を私た

ちにもたらしている。〝うみ〟は〝海〟、何ごとも包み込む母なる優しさと同時に厳しい眼

差しを向けることもある。豊かでうるおいがあり、香りや味わいが豊富な自然に恵まれて

いる瀬戸内海は、太古の昔からその恩恵を人々に与え続けている。

こませ網漁業は、基本的に瀬戸内海の潮汐変化にともない一日二回の潮流変化を利用し

た漁法であり、食文化の発展に貢献してきた意義は大きい。しかし近年では生態系に大き

な影響を及ぼす海水温度の上昇等複合的な要因により、漁獲量の減少が深刻な状況となり、

漁業を生業としている方々の生活には脅威であるばかりではなく、継承者への心構えを含

めた技術の伝承が危ぶまれるところである。現状を改善するため、漁業資源の循環サイク

ルが、将来にも継続し、サイクルアップによる漁獲量の増加に繋がることを祈るばかりで

ある。一方、瀬戸内海は、関西と四国・九州を結ぶ海の大動脈であり、中・四国の沿岸域

に隣接する工業地帯等に多様な船舶が原材料等を運搬する海域でもある。よって備讃瀬戸

海域は漁業と海運との間に競合が起こっている海域である。備讃瀬戸海域を利用する漁業

者と海運・荷主企業との間では、早くから競合で発生する事故の危険を回避するため、法

律論争を繰り広げるのではなく、地先の海の安全は自らの手で作り上げるべきであるとし、

相互理解を高め、安全策を模索してきている。幸い海上交通安全法制定以来、備讃瀬戸海

域では大きな海難の発生をみることなく、推移していることはその努力の賜であると確信

する。安全と安心はすべてのプロジェクトやスケジュールに優先されなければならず、時

間の制約や物理的な制限のために、安全と安心が阻害されてはならない。効率的な作業展

開や伝統的かつ継続した労働負担は必要であるが、それらが安全と安心を軸足とした理念

や判断基準に基づくものでなければ論外である。海域競合の解決策は、種々の手法がある

と考えられるが、法や権力に頼るのではなく、共生共助の信念を共有し、安全策を共創し

改善し続けることが最善の方法であると確信する。そのため相互に胸襟を開いた話し合い

と理解を高め続けることが重要である。本書は、その共創の過程を辿ることにより、関係

者の一層の理解を広めかつ高める記録として公益財団法人日本海事センターの補助を得て

発刊されるものである。

文末ながら当委員会の運営に最大限の工夫とご尽力を賜っている公益財団法人 日本海

事センター（補助事業）及び公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会をはじめ関係各位、関

係諸団体皆様に深甚なる謝意を表するとともに、皆様の今後ますますのご健勝・ご多幸及

びご発展を祈念しつつ結びとする。

　　　令和８年３月

備讃瀬戸交通安全調査委員会　委員長

神戸大学　名誉教授

古　莊　雅　生
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操業状況参考図（備讃瀬戸海域での操業）
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図1-1-1 備讃瀬戸海域で操業中のこませ網漁船

1 備讃瀬戸海域の概要

1-1 自然環境（地理的位置）

の中で、

も

　備讃瀬戸は本州と四国の張り出し部と島しょにより幅が狭まり、地蔵埼～大串埼間を

東口、六島～三崎間を西口とする東西に細長い瀬戸である。この海域は東西に航行する

船舶が多く、四国～島しょ部間をフェリーボート等が横断し、瀬戸内海でも特に船舶交

通が輻輳する海域であることから、海上交通安全法によって備讃瀬戸東航路・備讃瀬戸北

航路・備讃瀬戸南航路・宇高西航路・宇高東航路及び水島航路が設定されており、さら

に備讃瀬戸航路は航路機能を確保するため港湾法によって開発保全航路に指定（平成21

年12月全面指定）されている。
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1-2 交通環境

1-2-1 通航隻数の推移

通航船実態調査による、備讃瀬戸海域における一日当りの通航隻数は表1-2-1・

図1-2-1・図1-2-2に示すとおりである。

　ここ数年漸減の傾向にはあるが、依然として多くの船が通航している。

⾲�����

図ࠉ�����ഛㆭ℩ᡞ䠄す㒊䠅
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H䠎䠓
289
107
57
28
13
23

517
H䠎䠓

241
105
36
50
16
96

544

H䠎䠔
218
122
48
30
19
30

467
H䠎䠔

257
117
22
63
21
30

510

H䠎䠕
219
141
44
40
20
54

518
H䠎䠕

227
108
30
39
6

75
485

H䠏䠌
220
111
47
16
17
46

457
H䠏䠌

248
108
24
43
12
42

477

R䠍
229
114
39
12
12
74

480
R䠍
273
109
22
12
8

58
482

R䠎
246
110
38
20
6

84
504
R䠎
208
97
25
63
11
71

475

R䠏
262
118
36
29
8

80
533
R䠏
194
109
23
30
11
68

435

R䠐
248
121
28
21
5

72
495
R䠐
195
132
42
53
5

21
448

R䠑
212
120
29
27
12
88

488
R䠑
204
119
39
41
8

44
455

R䠒
203
114
28
35
8

74
462
R䠒
145
116
38
10
8

28
345

注）備讃瀬戸（東部）：小与島と小瀬居島との間より東側海域
　　備讃瀬戸（西部）：小与島と小瀬居島との間より西側海域
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1-2-2 備讃瀬戸海域の漁業形態・代表的漁法

（1）こませ網漁業

（2）さわら・まながつお流しさし網漁業

図1-2-3 「さわら・まながつお流しさし網操業期間」

図1-2-3

灯火の色については、北端が「赤色」、南端が「緑
色」、中央が「白又は黄色」で統一するよう指導継
続中である。

※

― 1-5 ―



　　備讃瀬戸海域における潜水器漁業は、12月１日～４月20日（盛漁期は１～２月）

の期間、水深５～30メートルの沿岸域において４～６トンの漁船を使用して行われ

ているもので、船上から空気を送るヘルメット式潜水器により１名の潜水夫が海底

に潜り、砂上に一部現れた貝を手かぎや水圧ホースで貝の周辺の砂を飛ばして貝

〔タイラギ（タチカイ）、ミルクイ、ナミガイ（白ミル）〕を拾い、網かごに入れ

て取り上げる漁法である。

　高見島周辺の備讃瀬戸南・北航路内、本島東側の水島航路内における操業も行わ

れており、通航船舶は特に注意を要する。

̶ 6 ̶

（3）底びき網漁業（小型機船底びき網漁業）

図1-2-4 「底びき網操業期間」

（4）潜水器漁業

び

ひき綱
張竿

袖網

袋網
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図1-2-5 「潜水器漁業期間」
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旧暦の8～10日、23～25日（10日、25日は協議会により休漁と決定することもある。）

旧暦の８～９日、23～24日（10日、25日は操業するときもある。）

　この漁法は、袋状の網を潮流と平行になるように、

こませ網漁業は、香川県漁業調整規則においては「袋まち網」、操業許可の地方名称

は目的魚種名を冠して「餌料いわし込組」のように、また込網は通称「コマシ、コマセ、

バッシャ」と称される。岡山県漁業調整規則においては「袋待網」、地方名称は目的魚

種名を冠して「いかなご袋待網」のように、また通称「バッシャ」と称される。

普通旧暦の８～10日、23～25日頃（６日間）は漁業者間の申し合わせで休日と決めら

れているが漁業地区により若干異なる。漁獲は場所にもよるが５～６日、12～13日の中

潮が良い。モヤがかかったり、晴天のべた凪の日が良く、雨の日や強風で波の立つ日

は、いかなごは砂に潜るようで良くない。

150～200メートルの間隔に投入し

た２個の錨（１個約400～500Kg）で海底に敷設し、潮流に乗ってくる魚が乗網するのを

待受けて採る瀬戸内海独特の漁法である。普通、潮の動き始めから、潮が緩むまでの約

５時間操業し、潮が止まっているときに漁具を揚げ漁獲される。その漁業種類（例：香

川県）には、いかなご込網、餌料いわし込網、いか込網、まながつお込網、魚込網など

があり、それぞれ規模・網地・袋網の目合い等は異なるが、基本的な漁具構造は同様で

あり、漁期、目的漁獲物が異なる。

　代表的ないかなご込網漁業の漁具は袖網・丸網・袋網・錨等からなり、網を固定する

錨の投入間隔は操業場所・水深等により調整されて網を敷設し、漁具の目印（標識）と

して色分けしたブイ（タル）が設置される。最近のこませ網漁船は大型化・機械化によ

る省力化が進み、約15～19トン（全長20メートル程度）の網船１隻による操業が多く、

乗組員は２～３人が多い。

̶ 8 ̶

2 こませ網漁業の概要

2-1 操業方法

2-2 操業と休漁のパターン等

（別添　参考資料２　参照）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

）
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図2-2-1 込網漁業の歴史

図2-2-2 イカナゴの生態

ฟ඾ඖ㸸㤶ᕝ┴㎰ᨻỈ⏘㒊Ỉ⏘ㄢ

この頃まで

― 2-2 ―



こませ網漁船　右舷全景

こませ網漁船の船首両脇に置かれた、こませ網用錨
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こませ網漁船の船首両脇に置かれた　こませ網用錨

こませ網漁船の甲板上に置かれた　こませ網用いかりダル
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こませ網漁船の甲板上に置かれた　こませ網用ハナダル

袋網に入ったいかなごの水揚げ

図2-2-3 こませ網漁業操業状況
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マナガツオ

イカナゴ

コウイカ

トラフグ チリメン

̶ 11 ̶

図2-2-4 こませ網漁業の漁獲物 ฟ඾ඖ㸸㤶ᕝ┴㎰ᨻỈ⏘㒊Ỉ⏘ㄢ
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ｼﾘﾀ ﾙ゙…白色又は
　　 オレンジ色

いかなご込網漁法概略図　東流時の操業図いかなご込網漁法概略図　東流時の操業図

ｼﾘﾀ ﾙ゙…白色又は
　　 オレンジ色

いかなご込網漁法概略図　西流時の操業図いかなご込網漁法概略図　西流時の操業図
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2-4 操業統数等（操業許可状況・操業期間）

こませ網漁業種類ごと、許可区域に応じ県知事の許可証に明示して許可されているが、

令和７年の許可状況は⾲�����のとおりである。

注１）下段は令和6年の許可統数
注２）統数：複数隻により操業する魚種形態のものを慣例的に表現している。
　　　　　 （例＝込網漁業、さわら・まながつお流し刺し網、パッチ網等）

こませ網漁業許可状況一覧（令和７年）ࠉ�����⾲

̶ 13 ̶
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　過去10年間における巨大船の通航状況、こませ網漁船の操業に伴う航路の閉塞と避航

状況は⾲�����のようになっている。

巨大船の通航隻数・避航回数等の推移ࠉ�����⾲

��こませ網操業時における巨大船等の船舶通航実態等

����巨大船の備讃瀬戸航路通航状況

図�����　年別　航路閉塞回数（���P未満）と
　　　　 巨大船滞船隻数 図�����　月別　航路閉塞回数（���P未満） 
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注㸰）調査期間は、�月1日～�月31日
注㸱）航路閉塞回数は、夜間操業分を加えて計上している。
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　　　主な閉塞海域は、主要漁場となる備讃瀬戸東航路高瀬付近、備讃瀬戸東航路中央第㸳

号灯浮標付近、礼田埼沖海域、高松前（宇高東航路～宇高西航路）海域、水島航路交差

部海域、六口島海域、高見島海域である。

　　（1）備讃瀬戸東航路（男木島以東）海域

航路閉塞の多い海域は、男木島以東の備讃瀬戸東航路高瀬付近、備讃瀬戸東航路中

央第㸳号灯浮標付近、礼田埼沖海域となっており、直近㸰年間では、高瀬付近で㸰月

中旬から「ふるせ」狙いで操業が行われるも漁獲が少ないため、出漁自体を見合わせ

る傾向がある。このように出漁回数減少に伴い閉塞回数も少ない状況となり、集団で

操業して航路を著しく閉塞している状況は少なくなっている。

また、「ふるせ」狙いでの漁獲が少ないため、㸱月上旬から「しんこ」狙いの操業

を行う傾向がある。

㸲月中旬から礼田埼南方から備讃瀬戸東航路中央第㸳号灯浮標付近海域において、

「ふぐ」が採れ始め、閉塞の頻度は増加するが、全面閉塞に至ることは少ない。

通年においては、㸳月中旬になると庵治水道等の浅場で「ちりめん（しらす）」が

採れ始めるため、備讃瀬戸東航路内での操業が少なくなる傾向にある。

　　（2）高松前（宇高東航路～宇高西航路の間）海域

高松前海域は「いかなご」操業時、航路内において操業することから航路閉塞がみ

られ、㸲月中旬からは、許可区域におけるこませ網操業となる。

　　（3）水島航路の交差部海域

水島航路や備讃瀬戸南航路との交差部（水島交差部・六口島東・及生埼北方）では、

漁業関係者等による「こませ網適正化協議会」を通じて自主協定区域が設定され、航

路の約半分の可航水域として確保されていた。その後、平成14年香川県は中讃海域の

こませ網漁業の適正化を図るため、自主協定区域の範囲内において許可区域を設定し、

「いか」「まながつお」を香川、岡山県籍こませ網漁業者に対する許可（岡山県籍こま

せ網漁業者は平成15年から許可）としたことから航路の全面閉塞は見られない。

　　（4）その他の海域

備讃瀬戸南航路では多度津沖の備讃瀬戸南航路第㸴号灯浮標付近に加えて丸亀沖の

備讃瀬戸南航路第８号灯浮標付近でも閉塞することがある。
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備讃瀬戸海域において過去10年間に発生した海難の内、衝突・乗揚海難を図4-1-1～

図4-1-3のグラフに示す。

図�����

図�����

図�����

0

5

10

15

20

25

30
乗揚・衝突　海難発生状況

衝突

乗揚

計

隻

0

1

2

3

4

5

6

7
種類別　乗揚海難発生状況

その他

貨物船

タンカー

漁船

隻

隻

6

2 2 3 3 4
1 2

1
1

1 7
3

7
4 2

2
2

4

2

2
1

1

7

5

7

4

0

2

7

5

2

5

0

5

10

15

20
種類別　衝突海難発生状況

4 備讃瀬戸海域における海難発生状況

4-1 備讃瀬戸海域における海難発生状況

3 32

10

18

14

19

6
4

5 5

16

22

19

24

3
2

4
3

1
2 2

3

1

1

1 1

2
0

1

2

1
2

13

0 0
1 1

3

14

3

9

11

22

4 4
4

19

その他

貨物船

タンカー

漁船

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27

ฟ඾ඖ㸸➨භ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊஺㏻㒊

― 4-1 ―



����こませ網漁船の事故発生状況

　備讃瀬戸海域において、過去10年間に発生した「こませ網漁船」に関連した事故の発生

状況は⾲�����及び図�����のとおりである。

　　（1） ⾲�����について

　　　　事故発生件数：43隻で漁船船体との衝突事故は㸰隻である。

　　（2） 図�����について

　　　　事故発生海域別：多い順に「水島交差部」、「備讃瀬戸東航路男木島以西」、「水島航

路」、「備讃瀬戸南航路、同北航路」となっている。

　　（3） 相手船

　　　　「500トン未満」が15隻、「500～1000トン」が㸲隻、「1000～3000トン」が㸲隻、「3000

～10000トン」が11隻、「10000トン以上」が㸳隻となっている。

　　　※残り㸲隻のうち、㸰隻は不明、㸰隻は台船

ฟ඾ඖ㸸➨භ⟶༊ᾏୖಖᏳᮏ㒊஺㏻㒊

表4-2-1　こませ網漁船に絡む事故（被害）件数（平成28年～令和7年）

஦ᨾ

ᖺู

⁺ල⿕ᐖ ⯪య ⯪య㸩ே㌟ ィ
ྜィ ே㌟஦ᨾࡢᴫせ
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　近年、わが国沿岸の船舶交通量の増大、船舶の大型化、高速化等とともに、特に東京

湾・伊勢湾・瀬戸内海の３海域においては、船舶交通の輻輳がみられ、地形等の自然的

条件も影響して、船舶の衝突・乗揚げ海難等の重大事故が頻発することとなった。

　昭和45年～46年頃、海上保安庁において海上交通法案の検討・調整が行われる最中、

東京湾等でタンカー同士の衝突事故や油流出事故が発生し、漁船を含む海上交通全体の

安全のためには、海上交通法案の整備が早急に必要であるとの世論があり、海域が船舶

交通の場であると同時に漁業生産の場でもある立場から両者の共存を図るという観点

で、海上交通安全法案がとりまとめられ、昭和48年７月に施行された。

　しかしながら、同法施行にあたり、備讃瀬戸海域の航路及び周辺海域においては、漁

業活動が盛んであり、特に他の同法適用海域では類を見ない「こませ網」漁業が合法的

に営まれており、操業漁船と船舶航行の安全を確保する調整・対応が大きな課題であっ

た。

　「こませ網」漁業については、海上交通安全法の制定過程において最も調整が難航

し、海上交通安全法施行後も漁業者及び行政機関の話し合いの必要性が生じることと

なった。

　このため、第六管区海上保安本部・香川県・岡山県・漁業者で組織する「特別安全対

策協議会」が設置され、関係者の調整が図られ、航路及び周辺海域では巡視船艇による

指導警戒を行うこととし、こませ網漁船等の操業の安全確保について、以降毎年、「特

別安全対策協議会こませ網分科会」が開催・協議され、現在に至っている。

　海上交通安全法施行後、春の大潮時に操業されるいかなごこませ網漁船が、時期によっ

ては、好漁場である航路に集中するため、結果として備讃瀬戸東航路等が閉塞し、巨大船

が航路を外れて航行せざるを得ず、危険な航行を余儀なくされるケースが度々生じていた。

　この航路閉塞問題に関して、海運側は何とか安全な航行ができるように可航幅の確保

を訴えた。これに対して漁業者側は、こませ網漁は海上交通安全法制定以前から行われ

ている行為であり、一方的な申し入れは迷惑であるが、事故が起きた場合の重大性を考

え、両者の共存共栄という基本的立場に立った中で、何らかの解決策を見出すためなら

検討を進めるのはやぶさかでないとの考えが示された。

　そこで、「特別安全対策協議会」とは別の、海運・漁業者間の相互理解を深める話し

合いの場作りを目的として（社）瀬戸内海海上安全協会により海難防止活動協力事業が

実施されることとなり、第六管区海上保安本部の指導・協力を得て、平成元年10月16日

高松市内で『備讃瀬戸海上安全座談会』が開催された。また、主な構成メンバーによる

「分科会」が設けられ、必要経費については船社関係・パイロット協会・香川県漁連・

関係企業等が会費負担することとして、協議が進められることとなった。

　平成２年２月、（社）日本船主協会等の海事七団体が備讃瀬戸海域において「こませ

網」漁船が航路を閉塞し巨大船の航行に危険が生じているとして、海上保安庁・水産庁

̶ 21 ̶

5 海運・漁業関係者との話し合いの場

5-1 海上交通安全法施行当時から話し合いの必要性

5-2 旧備讃瀬戸関係委員会等の設置経緯と意義
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長官及び香川県知事に対し陳情を行った。

　平成２年７月、事故防止対策について並行して検討するため、海運関係者等による

『備讃瀬戸海上交通懇談会』、同年12月には、進路警戒業者等による『備讃瀬戸におけ

る進路警戒業務連絡会』の関係会合が（社）瀬戸内海海上安全協会を事務局として設置

され、『備讃瀬戸海上安全座談会』に並行して開催され、検討が行われることとなっ

た。

　平成５年からは、『備讃瀬戸海上安全座談会』『備讃瀬戸海上交通懇談会』『備讃瀬

戸における進路警戒業務連絡会』は、（財）日本海洋振興会（平成19年、日本海事セン

ターに名称変更）の補助事業として認められ、同一の趣旨、同一の構成、庶務分担など

を引き継いで「備讃瀬戸海上安全調査委員会」（注１）、「備讃瀬戸海上交通調査委員会」

（注２）、「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」（注３）に名称変更した。

　「備讃瀬戸海上安全調査委員会」、「備讃瀬戸海上交通調査委員会」の両委員会につ

いては、座談会、懇談会時代から約20年間にわたり其々年２回ずつ計４回、開催・継続

され、相互理解、意見交換等を通じて海難事故防止に大きな成果を残した。

注１：「備讃瀬戸海上安全調査委員会」

　学識経験者・水産・海運・県・海保の関係者により構成され、毎年操業

シーズン前後に漁業と海運双方の意志疎通を図る話し合いの場として設け

られた。

　こませ網盛漁期前には、当該シーズンの予測に対応する協議と相互の船

に乗船して理解を深める「体験乗船」が実施され、漁期終了後には当該

シーズンの総括的な話し合いの場として、高松市内で開催された。

注２：「備讃瀬戸海上交通調査委員会」

　前記「備讃瀬戸海上安全調査委員会」の開催前に、主に海運側の事前検

討の場として、学識経験者・海運・海保の関係者により構成され、岡山県

側で開催された。

注３：「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」

　エスコートボートによる進路警戒業務及び巡視船艇による航路しょう戒

業務の実施にあたって、問題点の調査・調整・対応を図るため、進路警

戒船・海保により組織され、高松市内で開催、協議が継続して進められて

いる。

　平成21年６月、備讃瀬戸航路利用者協議会から、「平成21年３月以降、内海水先区水

先人会において法令遵守の観点から安全をより重視した通航方針が採られ、結果とし

て、巨大船が備讃瀬戸東航路外等で長期間滞船を余儀なくされ、多額の費用が発生して

いることから可航幅を確保して欲しい」旨、海上保安庁長官などに対し陳情があった。

　このような背景のもと、「備讃瀬戸海上安全調査委員会」及び「備讃瀬戸海上交通調

査委員会」の学識経験者、第六管区海上保安本部、事務局関係者が協議した結果、両委

̶ 22 ̶

5-3 統合委員会「備讃瀬戸交通安全調査委員会」の新設
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員会においても、備讃瀬戸を取り巻く交通環境は、激化する国際競争に対応するため、

通航船舶の大型化・高速化が図られており、これまで以上の協力体制、安全確保の話し

合いの場として活用できるよう、規約（注４）を定めて両委員会を統合し、「備讃瀬戸

交通安全調査委員会」として、新たな体制で臨むこととなった。

　平成23年10月12日、高松市内において、備讃瀬戸東海域を利用する関係者の相互理解

を深め、共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全対策を共創することを目的として

「第１回備讃瀬戸交通安全調査委員会」を開催した。

　統合委員会での海運・漁業両者間の意志疎通を図る話し合いは、統合委員会の行事と

して位置付けられた「進路警戒業務検討会」「相互体験乗船」を行いながら、継続して

進められており、航路閉塞問題に関する航行安全対策上の根本的な解決策を見出すには

至っていないが、同一海域を利用・活動の場とする関係者が一堂に会して意見交換を継

続することに大きな意義があり、旧備讃瀬戸関係委員会等と同様、相互理解等に成果を

上げている。

注４：別紙３「備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約」
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こませ網漁業漁期の安全対策会議一覧表

※　備讃瀬戸交通安全調査委員会（於：高松市）H23 より
　　委　員　長：学識経験者
　　海上保安庁：第六管区海上保安本部、高松海上保安部、
　　　　　　　　備讃瀬戸海上交通センター
　　関 係 機 関：香川県農政水産部
　　水 産 関 係：香川県漁業協同組合連合会
　　　　　　　　（一社）香川県水産振興協会
　　　　　　　　庵治漁業協同組合代表理事組合長
　　　　　　　　庵治漁業協同組合こませ網漁業委員長
　　　　　　　　同副委員長
　　海 運 関 係：船主、荷主、水先人等

　　備讃瀬戸進路警戒業務検討会（於：高松市）H２より
　　海上保安庁：高松・水島・玉野海上保安部
　　　　　　　　坂出・小豆島・福山海上保安署
　　　　　　　　備讃瀬戸海上交通センター
　　警戒船関係：内海水先区水先人会、水島地区曳船協議会
　　　　　　　　JFE福山ポートサービス㈱等

����⤫ྜጤဨ఍᪂タᚋࡿࡅ࠾࡟Ᏻ඲ᑐ⟇఍㆟ࡢ⌧≧

　　　こませ網漁船及び通航船双方の安全を図るため、第六管区海上保安本部の主導のもと

に、関係者の英知と努力を結集して長年にわたる話し合いが継続されている。（別紙㸲

参照）現在、（公社）瀬戸内海海上安全協会を事務局として設けられている委員会等の

現状を次に示す。

　　（1）備讃瀬戸交通安全調査委員会

「備讃瀬戸交通安全調査委員会」は、学識経験者・水産関係・海運関係・香川県・

第六管区海上保安本部により構成され、毎年操業シーズンの前後に漁業と海運双方の

意志疎通を図る話し合いの場として設けられており、こませ網盛漁期前には、今シー

ズンの予測に対応する協議、また㸲月の盛漁期には、小型フェリーに同委員会関係者

等が乗船し、こませ網漁船操業状況を見学することで相互の理解を深める体験乗船が

実施され、シーズン後には当該シーズンの総括的な対応の話し合いの場として開催さ

れ、今後に反映される協議が進められている。

　　（2）備讃瀬戸進路警戒業務検討会

「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」は、エスコートボートによる進路警戒業務及び海

上保安庁巡視船艇による航路しょう戒業務の実施にあたって、問題点の調査・調整・

対応を図るため、進路警戒船・海上保安庁により組織され、船舶交通の安全を確保す

るために、「備讃瀬戸交通安全調査委員会」と並行して開催されている。
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5-5 各委員会等の構成メンバー（令和㸶年度予定）

　前述の経緯を背景に、各委員会等は、委員長、海上保安庁及び当協会を中心とした関

係者協議の上、次に示すような構成メンバーで運営されている。

5-5-1 備讃瀬戸交通安全調査委員会 㸦㡰୙ྠ㸧

　　　＜委員長、副委員長＞

　　　　学識経験者 神戸大学名誉教授

　　　　　　同 海上保安大学校教授

　　　　　　同 水産大学校名誉教授

　　　　　　同 水産大学校教授

　　　＜委　員＞

　　　　香川県漁業協同組合連合会 代表理事会長

　　　　　　同 代表理事専務

　　　　（一社）香川県水産振興協会 専務理事

　　　　庵治漁業協同組合 代表理事組合長

　　　　　　同 こませ網漁業委員長

　　　　　　同 こませ網漁業副委員長

　　　　内海水先区水先人会 副会長

　　　　（一社）日本船長協会 常務理事

　　　　（一社）日本船主協会 海務部長

　　　　三菱ケミカル㈱ 香川事業所 海務監督

　　　　備讃瀬戸旅客船等懇話会 会長

　　　＜オブザーバー＞

　　　　日本郵船㈱ 関西支店 支店長

　　　　㈱商船三井 海上安全部 部長代理

　　　　川崎汽船㈱ 関西支店 副支店長兼海務監督

　　　　ＪＦＥスチール㈱ 西日本製鉄所 倉敷地区 総務部長

　　　　ＥＮＥＯＳ㈱ 水島製油所 副所長

　　　　コスモ石油㈱ 坂出物流基地 海務監督

　　　　日東タグ㈱ 代表取締役社長

　　　　ＪＦＥ福山ポートサービス㈱ 取締役

　　　＜関係官庁＞

　　　　第六管区海上保安本部 交通部長

　　　　高松海上保安部 部長

　　　　備讃瀬戸海上交通センター 所長

　　　　香川県農政水産部 次長

　　　　　　同 水産課長

　　　＜事務局＞

　　　　（公社）瀬戸内海海上安全協会

― 5-5 ―



➨��ᅇഛㆭ℩ᡞ஺㏻Ᏻ඲ㄪᰝጤဨ఍ࡢ≧ἣࠝ௧࿴㸶ᖺ㸰᭶��᪥㸦ⅆ㸧㧗ᯇᕷෆࠞ

➨��ᅇഛㆭ℩ᡞᾏୖ஺㏻Ᏻ඲ㄪᰝጤဨ఍࡚ࡏే࡟ഛㆭ℩ᡞᾏୖ஺㏻࣮ࢱࣥࢭぢᏛ

ࠝ௧࿴㸶ᖺ㸰᭶��᪥㸦ⅆ㸧ࠞ

― 5-6 ―



5-5-2 備讃瀬戸進路警戒業務検討会 （順不同）

㛗㸼ࠉ㸺ᗙࠉࠉ

ᾏୖಖᏳ኱Ꮫᰯᩍᤵࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⪅Ꮫ㆑⤒㦂ࠉࠉࠉ
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別紙１
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備讃瀬戸海域における航行安全上の課題
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別紙２

̶ 28 ̶

備讃瀬戸海域における

海上交通安全に関する調査研究事業の概要
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備讃瀬戸交通安全調査委員会　規約

（委員会の設置）

第１条　公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会（以下「協会」という。）は、備讃瀬戸東側

海域におけるこませ網漁船操業と船舶交通の安全を図るため、関係者の相互理解を深め、

共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安全対策を共創することを目的として、「備讃瀬

戸交通安全調査委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員の構成等）

第２条　委員会は、委員長、副委員長、委員、オブザーバー及び関係行政機関（以下「委員

等」という。）をもって構成する。

　２　委員等は、別紙のとおりとする。別紙（省略）

　３　公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会会長（以下「会長」という。）は、委員長と協

　　議のうえ、委員等の選出及び変更を行うことができる。

　　　なお、別紙構成員以外の関係者からオブザーバーとしての参加希望があった場合等

　　も同様とする。

　４　委員の任期は２年とし、累次更新できるものとする。補欠の委員の任期は、前任者

　　の残任期間とする。

　５　会長は、特別の事情があるときは、委員長と協議のうえ委員を解任することができ

　　る。

　６　委員が出席できないときは、代理人を出席させることができる。

（委員の選出等）

第３条　委員長、副委員長は、学識経験者から推薦された者の中から、会長が指名する。

　２　委員長は、会務を主宰する。

　　　なお、会務を円滑に遂行するため、委員長は次の権限を有する。

　　　（１）関係行政機関に必要な説明を行わせる。

　　　（２）オブザーバーに必要な説明を行わせ、意見を述べさせる。

　　３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長に代り委員会を

　　主宰する。

（委員会の業務）

第４条　委員会の目的を達成するため、会議及び行事（以下「会議等」という。）を開催す

る。

　２　対策海域は、当分の間、庵治漁業協同組合の操業海域である男木島以東海域とする。

（会　議）

第５条　委員会の会議は、次のとおりとする。

別紙３
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　　（１）　会議は、原則として年２回とする。

　　（２）　会議場所は、原則として高松市内とする。

　　（３）　議長は、委員長とする。

　　２　個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　委員等は、会議で得られた意見・情報を各組織に持ち帰り、それぞれ真摯に検討し

　　活用するものとする。

（行　事）

第６条　委員会の行事は、次のとおりとし、副委員長が主宰し議事を進行する。

　　（１）　相互体験乗船（年１回～２回）

　　（２）　進路警戒業務検討会（年１回）

　　（３）　その他必要な行事

　　２　各行事における個別の発言議事録は作成しないものとする。

　　３　各行事においては、参加組織が可能な限り協力を行うものとする。

（委員の報酬）

第７条　委員会等に出席する委員の報酬（旅費等を含む。）は、無償とする。

　　但し、委員長、副委員長に対しては、参加に必要な経費として、協会の委員会規則に定

める額を支給する。

（事務局）

第８条　委員会の事務局は、協会に置く。

（雑　則）

第９条　この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会議において決定す

る。

　　　附　則　　　　この規約は、平成23年10月12日から施行する。
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別紙㸲

備讃瀬戸海域におけるこませ網漁期の安全対策関係委員会の開催概要一覧

年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要

平成元年10月16日 第一回備讃瀬戸海上安全座談会開催 高松海上保安部長の発案で備讃瀬戸における船舶

交通と漁業操業の調和を図ることを目的として、

海保、海事関係者、漁業者間で意見交換

平成２年２月９日 海事７団体から海上保安庁長官へ陳情 陳情内容：可航幅の確保・巡視船の適切な配備等

　　　　６月15日 男木島以東海域こませ漁業者関係者会

議開催

海保から漁業者に対し、「可航幅300メートルの確

保」「自主規制ラインの設定」「操業時間調整」を

提案するも、同意が得られず

　　　　７月９日 第１回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 海運７団体からの陳情を受け、こませ網漁業問題

に関する海運関係者の意見を聞き、かつ、調整す

る必要があるとの理由により、高松海上保安部主

催（六本部指示）により、海保、海事関係者間で

意見交換

　　　　９月11日 こませ網漁業問題解決のための当面の

対応方針を六本部が策定

海事関係者と漁業関係者の妥協点が見えないこと

から、問題解決のための施策を推進するため、備

讃瀬戸海上安全座談会と備讃瀬戸海上交通懇談会

を開催し、段階的に検討を進めることが示された

　　　　10月１日 第２回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 海保から海事関係者に対し、近年の船舶大型化に

伴う同船舶の可航幅の確保の困難性について説明

　　　　11月６日 第２回備讃瀬戸海上安全座談会開催 座長を神戸商船大学鈴木助教授、進行を高松海上

保安部長が行い意見交換。座長から相互体験乗船

の提案がなされる。

　　　　12月13日 第３回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 懇談会の運営を（社）瀬戸内海海上安全協会とする

こととなる。なお、今後の会議運営のための費用

については、一部を船社と荷主側で負担すること

となる。

平成３年１月29日 備讃瀬戸海上安全座談会（第一回分科会）

開催

相互体験乗船実施要領等について討議

　　　　２月20日 第３回備讃瀬戸海上安全座談会開催 相互体験乗船の実施等について確認

　　　　９月19日 第４回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　11月27日 第４回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成４年１月29日 備讃瀬戸海上安全座談会（第二回分科会）

開催

省略

　　　　３月13日 第５回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　11月２日 第６回備讃瀬戸海上安全座談会開催 平成５年から座談会等（備讃瀬戸海運水産委託事

業）を（財）日本海洋振興会からの補助事業とする

ことが説明される。〔補助金受入れ先：（社）瀬戸内

海海上安全協会〕

　　　　11月26日 第５回備讃瀬戸海上交通懇談会開催 省略

平成５年１月28日 備讃瀬戸海上安全座談会（第三回分科会）

開催

こませ網漁具標識（タル）の統一について意見が

出る。

　　　　３月16日 第７回備讃瀬戸海上安全座談会開催 省略

　　　　10月６日 第８回備讃瀬戸海上安全調査委員会開催 備讃瀬戸海上安全座談会を名称変更

平成６年１月10日 第５回備讃瀬戸海上交通調査委員会開催 備讃瀬戸海上交通懇談会を名称変更。開催場所を

高松市内から岡山市内に変更

平成21年２月16日 第36回備讃瀬戸海上交通調査委員会開催 内海水先区水先人会から航路外航行や反航レーン

への避航を余儀なくされるときは、船長と協議し

航路に入航しない旨資料により説明

※平成６年１月10日以降、平成20年末迄省略
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要

平成21年２月24日 入港遅延船の発生 備讃瀬戸東航路入航予定の巨大船（貨物船）が翌

日に変更、以後、同様の事案発生

平成21年６月30日 備讃瀬戸航路利用者協議会から海保長官

へ陳情

「迂回航行の明文化」等を要望

平成22年10月20日 第39回備讃瀬戸海上交通調査委員会開催 こませ両委員会の統合について意思統一

平成23年１月26日 こませ網漁船に対する簡易型AISの設置 41隻のこませ網漁船に簡易型AIS設置完了

平成23年２月17日 第40回備讃瀬戸海上交通調査委員会開催 こませ両委員会の統合（案）了承

平成23年３月14日 第43回備讃瀬戸海上安全調査委員会開催 こませ両委員会の統合（案）了承

平成23年６月29日 こませ網漁船に対する簡易型AISの設置 ６隻のこませ網漁船に簡易型AIS設置完了（合計47隻）

平成23年10月12日 第１回備讃瀬戸交通安全調査委員会（統

合委員会）開催

こませ両委員会を統合した第１回目の委員会開催、

規約等を承認

平成24年２月15日 第２回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 備讃瀬戸東部海域を利用する関係者の相互理解を

深め、共生共助の理念に基づき、互譲の精神で安

全対策を共創することを目的に意見交換等を実施

平成24年４月20日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

平成24年10月17日 第３回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成24年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

平成25年２月18日 第４回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成24年の反省を踏まえて、平成25年の安全対策等

各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

平成25年４月12日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

平成25年11月13日 第５回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 委員会に合わせて、備讃瀬戸海上交通センターの

見学を実施

平成26年２月13日 第６回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成25年の反省を踏まえて、平成26年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換実施

平成26年４月17日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

平成26年11月６日 第７回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成28年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

平成27年１月29日 第８回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成26年の反省を踏まえて、平成27年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換実施

平成27年４月16日
・17日

相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及びこませ網漁業の勉強会を実

施

平成27年12月20日 こませ網漁船に対する簡易型AISの設置 22隻のこませ漁船に簡易型AIS設置完了（合計69隻）

平成28年２月３日 第９回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成27年の反省を踏まえて、平成28年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

平成28年６月７日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

平成28年11月17日 第10回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成28年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

平成29年２月２日 第11回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成28年の反省を踏まえて、平成29年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

平成29年４月27日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

平成29年11月１日 第12回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成29年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

平成29年12月１日 こませ網漁位置情報システム調査業務 平成26年から開始したこませ網漁位置情報システ

ム（簡易型AIS）調査研究委員会を開催、こませ

網漁船が搭載した簡易型AISが他の一般航行船舶

へ与える影響及びこませ網漁船自身の安全性への

影響等を調査し委員会報告書の取りまとめ。

平成30年２月23日 第13回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成29年の反省を踏まえて、平成30年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

平成30年５月16日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施
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年　月　日 項　　　　　　目 概　　　　　　要

平成30年11月６日 第14回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成30年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

平成31年２月12日 第15回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 平成30年の反省を踏まえて、平成31年の安全対策等

各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

平成31年４月19日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和元年11月20日 第16回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和元年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和２年１月31日 第17回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和元年の反省を踏まえて、令和２年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

令和２年４月24日 相互体験乗船調査 新型コロナウイルス感染症流行のため中止

令和２年11月５日 第18回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和２年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和３年２月18日 第19回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和２年の反省を踏まえて、令和３年の安全対策等

各関係期間の取組みに関する意見交換を実施

令和３年４月28日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和３年11月15日 第20回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和３年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和４年３月23日 第21回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和３年の反省を踏まえて、令和４年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

令和４年４月20日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和４年11月21日 第22回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和４年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和５年１月30日 第23回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和４年の反省を踏まえて、令和５年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

令和５年４月21日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和５年11月７日 第24回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和５年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和６年１月25日 第25回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和５年の反省を踏まえて、令和６年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

令和６年４月25日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和６年11月28日 第26回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和６年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和７年２月13日 第27回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和６年の反省を踏まえて、令和７年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施

令和７年４月25日 相互体験乗船調査 相互体験乗船調査及び意見交換を実施

令和７年11月13日 第28回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和７年の漁期における各機関の安全対策の実施

報告及び検討

令和７年２月17日 第29回備讃瀬戸交通安全調査委員会開催 令和７年の反省を踏まえて、令和８年の安全対策

等各関係機関の取組みに関する意見交換を実施、

引き続き備讃瀬戸海上交通センター見学

※「備讃瀬戸進路警戒業務検討会」を毎年１回秋季に高松市にて開催している。
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��こませ網漁業操業中における交通安全対策

　各種委員会等の場における関係者の話し合いを通じて、各団体が自主的に実施している

安全対策の概要を以下に掲げる。

����海運側の安全対策

　　（1）こませ操業情報の入手

　　　　備讃瀬戸海上交通センターが提供する、「こませ網漁船操業状況参考図」を事前に

入手し、航路航行時の操船の参考とするほか、船長は水先人の助言に基づいて航路入

航の可否を判断する。

　　（2）巨大船の航行予定の提供

　　　　関係漁業協同組合に巨大船の備讃瀬戸東航路航行予定を通報し、可航幅300メート

ルの確保を依頼している。

　　（3）「こませカレンダー」の作成（6-4頁、⾲�����）

　　　　漁業者、備讃瀬戸海上交通センター等からのこませ情報を基に、巨大船の航行困難

度を予測したカレンダーを作成、関係者に配布し安全対策の資料としている。

　　（4）入航調整

　　　　大型危険物積載船及び喫水16メートルを超える船舶については、こませカレンダー

に基づき航行困難度の高い日は備讃瀬戸航路への入航を避けるよう予め調整する。

　　（5）出港調整

　　　　各港から出港し備讃瀬戸を東航する巨大船は、こませ操業情報を入手し、航路内可

航幅が確保されていることを確認して出港する安全対策を講じている。

　　　

　　（6）進路警戒船配備

　　　　こませ網操業日には、全長���メートル以上の巨大船に進路警戒船を配備する。

　　（7）来島海峡への迂回

　　　　出港調整が不可能な場合は来島海峡航路経由を考慮する。

����こませ網漁船及び水産側の安全対策

　　（1）漁具標識の統一

　　　　漁具に設置しているタルについて、錨ダルは黄色（オレンジ色でもよい。）、その他

のタルは白色とする。

　　　　単独で操業する場合は、マストに黄色のタルを掲げる。

　　　　集団操業の場合は、北端船のマストに黄色のタル、南端船に白色のタルを掲げる。

　　　　また、夜間はタルに灯火を設置する。

　　（2）操業情報の提供

　　　　各操業期間毎に主な操業場所及び操業統数、こませ網休漁日の情報等を提供している。

　　（3）中讃地区の許可区域設定と操業期間の短縮

　　　　水島交差部付近では、可航幅を確保した操業区域を設定するとともに、従来の操業

期間を短縮している。

　　（4）漁況予報の提供

　　　　香川県水産課は、いかなごの漁獲予想を提供している。

― 6-1 ―



����海上保安庁の安全対策

　　（1）航路内可航幅300メートルの確保の協力要請

　　　　こませ網漁業者との会議等の場において、可航幅300メールの確保の協力要請をして

いる。

　　（2）安全操業指導

　　　　こませ網盛漁期においては、巡視艇を増強配備し、可航幅の確保、安全指導等を実

施し航路の安全を確保している。

　　（3）操業情報の提供

　　　　巡視艇により、こませ操業状況を調査、この情報を元に備讃瀬戸海上交通センター

において「こませ網漁船操業状況参考図」を作成しVHF、インターネット・ホームペー

ジにて提供している。

　　（4）こませ網漁業リーフレット等による周知

　　　　こませ網漁業は特殊な漁法であることから、日本語、英語、中国語、韓国語による

周知用リーフレットを作成し船舶及び運航関係者に配布するほか、インターネット・

ホームページにより周知を図っている。

̶ 34 ̶

（海上保安庁）

航路内可航幅300メートルの確保の協力要請

（共　生・共　助・共　創）

【　安　　全　　対　　策　】

※こませ網漁業リーフレット等による周知
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こませカレンダーの一例［参考資料］ࠉ�����⾲
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備讃瀬戸周辺海域は、海上交通安全法で規制する11航路のうち、6つが存在することか

ら窺われるように、船舶交通が輻輳する海域である。一方で、同海域は、こませ網等、多

くの主要漁場として利用されている。

　これを背景として、特にこませ網漁船操業と航行船舶の安全問題については、昭和47

年、海上交通安全法制定以前から存在し、同法施行後は、重大な懸案事項となって現在ま

で続いており、海難事故発生の危険性は、依然解消されていない。幸いにも近年、人身・

船体に関する重大な事故は発生していないが、これは偏えに関係者の地道な長年に及ぶ

並々ならぬ努力と相互理解に負うところが極めて大である。

　今後とも、備讃瀬戸交通安全調査委員会等の場はもとより、あらゆる機会を通じて関係

者のコミュニケーションを図り、安全操業と安全航行の実績が継続・積み重ねられること

を切に願うものである。

　こませ網漁船操業と航行船舶の安全問題については、特に初めてこの案件について関心

を持ち、あるいは対処しようとする者にとって、経緯の概要把握のため適当な資料が望ま

れていた。この小冊子がその目的の幾分かでも充たすことになれば幸いである。

　　　　令和８年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備讃瀬戸交通安全調査委員会  副委員長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安大学校  教授

山　田　 多津人

監修にあたって

̶ 37 ̶
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1-1 海上交通安全法制定の経過
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避航協力金
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̶ 3 ̶

1-2 海上交通安全法案に対する附帯決議

1）

2）

配分・使途が検討された結果、航路に面する９都県（千葉、東京、神奈川、愛知、三重、

兵庫、岡山、香川、愛媛）については、協力金を割り当て、その全部又は一部をもって

地方協会を設立することとなり、航路に面しない７府県（大阪、和歌山、広島、山口、

徳島、福岡、大分）にも協力金を割り当てることとなった。
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3）

4）

5）

6）

1）

2）

3）

4）

5）

6）
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（昭和四十七年七月三日法律第百十五号）

最終改正：令和七年六月一日法律第六十八号

　　　　第一章　総則（第一条・第二条）

　　　　第二章　交通方法

　　　　　第一節　航路における一般的航法（第三条－第十条の二）

　　　　　第二節　航路ごとの航法（第十一条－第二十一条）

　　　　　第三節　特殊な船舶の航路における交通方法の特則（第二十二条－第二十四条）

　　　　　第四節　航路以外の海域における航法（第二十五条）

　　　　　第五節　危険防止のための交通制限等（第二十六条）

　　　　　第六節　灯火等（第二十七条－第二十九条）

　　　　　第七節　船舶の安全な航行を援助するための措置（第三十条・第三十一条）

　　　　　第八節　異常気象等時における措置（第三十二条－第三十五条）

　　　　　第九節　指定海域における措置（第三十六条－第三十九条）

　　　　第三章　危険の防止（第四十条－第四十三条）

　　　　第四章　雑則（第四十四条－第五十条）

　　　　第五章　罰則（第五十一条－第五十四条）

第一章　総則

（目的及び適用海域）

　　　第一条　この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別

の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうこと

により、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

　　　　　２ この法律は、東京湾、伊勢湾（伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾のうち

伊勢湾に接する海域を含む。）及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以

外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域（次の各号に掲げる

海域を除く。）との境界は、政令で定める。

　　　　　　一　港則法 （昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域

　　　　　　二　港則法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法（昭和二十五年法律

第二百十八号）第二条第三項 に規定する港湾区域

　　　　　　三　漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第

六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林

水産大臣が指定した漁港の区域内の海域

　　　　　　四　陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として

政令で定める海域
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（定義）

　　　第二条　この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路とし

て政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。

　　　　　２ この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

　　　　　　一　船舶　水上輸送の用に供する船舟類をいう。

　　　　　　二　巨大船　長さ二百メートル以上の船舶をいう。

　　　　　　三　漁ろう船等　次に掲げる船舶をいう。

　　　　　　　イ　漁ろうに従事している船舶

　　　　　　　ロ　工事又は作業を行なっているため接近してくる他の船舶の進路を避ける

ことが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めると

ころにより灯火又は標識を表示しているもの

　　　　　３ この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の

意義は、それぞれ海上衝突予防法（昭和五十二年法律第六十二号）第三条第

四項 及び第十項 並びに第三十二条第一項 に規定する当該用語の意義による。

第二章　交通方法

　第一節　航路における一般的航法

（航路航行義務）

　　　第四条　長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土

交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で

定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿って航行しなければ

ならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助する

ためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

（速力の制限）

　　　第五条　国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する

場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力（対水速力をいう。

　　　　　　　以下同じ。）を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるた

め又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、

この限りではない。

（びょう泊の禁止）

　　　第十条　船舶は、航路においては、びょう泊（びょう泊をしている船舶にする係留を

含む。以下同じ。）をしてはならない。ただし、海難を避けるため又は人命

若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限り

でない。

　第二節　航路ごとの航法

（備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路）

　　第十六条　船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から

右の部分を航行しなければならない。

（備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路）
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　　第十八条　船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って航行するときは、西の方向に航行し

なければならない。

　　　　　２ 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、東の方向に航行し

なければならない。

　　　　　３ 船舶は、水島航路をこれに沿って航行するときは、できる限り、同航路の中

央から右の部分を航行しなければならない。

　　　　　４　第十四条の規定は、水島航路について準用する。

　　第十九条　水島航路をこれに沿って航行している船舶（巨大船及び漁ろう船等を除く。）

は、備讃瀬戸北航路をこれに沿って西の方向に航行している他の船舶と衝突

するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。こ

の場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十五条

第一項前段及び第十八条第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定は、当

該他の船舶について適用しない。

　　　　　２ 水島航路をこれに沿って航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれ

に沿って西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当

該巨大船の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防

法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項（第

三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定は、当該巨大船について適用し

ない。

第三節　特殊な船舶の航路における交通方法の特則

（巨大船等の航行に関する通報）

　第二十二条　次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当

該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との

連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ

ればならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

　　　　　　一　巨大船

　　　　　　二　巨大船以外の船舶であって、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める

長さ以上のもの

　　　　　　三　危険物積載船（原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物

を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のも

のをいう。以下同じ。）

　　　　　　四　船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶（当該引き船

の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端

までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。）

（巨大船等に対する指示）

　第二十三条　海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶（以下「巨大船等」という。）の

航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため

必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定

めるところにより、航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他

当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。
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参　考　資　料　2

2-1 漁業の制度等

　　2-1-1 漁業の制度上の分類

　　2-1-2 漁業法 ～抜粋～

2-2 調整規則による知事許可漁業

　　2-2-1 概要

　　2-2-2 香川県漁業調整規則 ～抜粋～

　　2-2-3 各こませ網漁業の制限又は条件（香川県）

　　2-2-4 各こませ網漁業の制限又は条件（岡山県）



参考資料２

̶ 9 ̶

2-1 漁業の制度等

2-1-1 漁業の制度上の分類

（1）

（2）

（3）

（4）

省令で定められた知事許可漁業（漁業法により国が統一的に規制できる漁業）

漁業調整規則による知事許可漁業（各県漁業調整規則により規制された漁業）

省令知事許可漁業　　瀬戸内海機船船びき網漁業、小型機船底びき網漁業、

　　　　　　　　　　中型まき網漁業

漁業調整規則による知事許可漁業
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（5）

一本釣（まきえ釣り、まだこ釣りは含まない）

第１種共同漁業権漁場外で行うもの

（アワビ又はナマコ以外を目的）

小型まき網漁業 小型まき網

敷網漁業

せん漁業

空釣りなわ漁業

敷網

建干網漁業 建干網

素潜り漁業（あわび又はなまこ目的に限る）素潜り
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（昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号）

最終改正：令和七年六月一日法律第六十六号

令和七年六月一日施行

　　　　　　第一章　総則（第一条―第六条）

　　　　　　第二章　水産資源の保存及び管理

　　　　　　第三章　許可漁業

　　　　　　第四章　漁業権及び沿岸漁場管理

　　　　　　　第一節　総則（第六十条・第六十一条）

　　　　　　　第三節　漁業権

　　　　　　　　第一款　漁業の免許（第六十八条―第七十三条）

　　　　　　　　第二款　漁業権の性質等（第七十四条―第九十六条）

　　　　　　　　第三款　入漁権（第九十七条―第百四条）

　　　　　　第五章　漁業調整に関するその他の措置（第百十九条―第百三十三条）

　　　　　　第六章　漁業調整委員会等

　　　　　　第七章　土地及び土地の定着物の使用（第百六十一条―第百六十七条）

　　　　　　第八章　内水面漁業（第百六十八条―第百七十三条）

　　　　　　第九章　雑則（第百七十四条―第百八十八条）

　　　　　　第十章　罰則（第百八十九条―第百九十八条）

　　　　　　附則

第一章　総則

（目的）

　　　第一条　この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業

者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資

源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その

他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な

利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を

発展させることを目的とする。

（定義）

　　　第二条　この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

　　　　　２ この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」と

は、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

　　　　　３ この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のう

ち有用なものをいう。

（適用範囲）

　　　第三条　公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規
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定を適用しない。

　　　第四条　公共の用に供しない水面であって公共の用に供する水面と連接して一体を成

すものには、この法律を適用する。

（共同申請）

　　　第五条　この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請し

ようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届

け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

　　　　　２　前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。

　　　　　３　代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。

　　　　　４ 前三項の規定は、共同して第六十条第一項に規定する漁業権又はこれを目的

とする抵当権若しくは同条第七項に規定する入漁権を取得した場合に準用す

る。

第四章　漁業権及び沿岸漁場管理

　第一節　総則

（定義）

　　第六十条　この章において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権を

いう。

　　　　　２ この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁

業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を

営む権利をいう。

　　　　　３ この章において「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であって次に掲

げるものをいう。

　　　　　　一　身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル

（沖縄県にあっては、十五メートル）以上であるもの（瀬戸内海（第

百五十二条第二項に規定する瀬戸内海をいう。）におけるます網漁業並び

に陸奥湾（陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。）に

おける落とし網漁業及びます網漁業を除く。）

　　　　　　二　北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

　　　　　４　この章において「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

　　　　　　一　第一種区画漁業　一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設

して営む養殖業

　　　　　　二　第二種区画漁業　土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域

内において営む養殖業

　　　　　　三　第三種区画漁業　一定の区域内において営む養殖業であって前二号に掲げ

るもの以外のもの

　　　　　５ この章において「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であって一定の水面を共

同に利用して営むものをいう。

　　　　　　一　第一種共同漁業　藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動

物を目的とする漁業

　　　　　　二　第二種共同漁業　海面（海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告
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示する水面を含む。以下同じ。）のうち農林水産大臣が定めて告示する湖

沼に準ずる海面以外の水面（次号及び第四号において「特定海面」という。）

において網漁具（えりやな類を含む。）を移動しないように敷設して営む

漁業であって定置漁業以外のもの

　　　　　　三　第三種共同漁業　特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船

びき網漁業（動力漁船を使用するものを除く。）、飼付漁業又はつきいそ

漁業（第一号に掲げるものを除く。）

　　　　　　四　第四種共同漁業　特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業

　　　　　　五　第五種共同漁業　内水面（海面以外の水面をいう。以下同じ。）又は第二

号の湖沼に準ずる海面において営む漁業であって第一号に掲げるもの以外

のもの

　　　　　６ この章において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であって次の各号

のいずれかに該当するものをいう。

　　　　　　一　専ら漁業に従事する船舶

　　　　　　二　漁業に従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

　　　　　　三　専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

　　　　　　四　専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業

の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの

　　　　　７ この章において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の区画漁業権（そ

の内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許

を受けるものに限る。）又は共同漁業権（以下この章において「団体漁業権」

と総称する。）に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部

又は一部を営む権利をいう。

　第三節　漁業権

　　第一款　漁業の免許

（漁業の免許）

　第六十九条　漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定める

ところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

　　　　　２　前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。

（海区漁業調整委員会への諮問）

　　第七十条　前条第一項の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の

意見を聴かなければならない。

　　第二款　漁業権の性質等

（漁業権の存続期間）

　　第七十五条　漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、区画漁業権（真珠養殖業を

内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。）及び共同漁

業権にあっては十年、その他の漁業権にあっては五年とする。

（漁業権の条件）

　第八十六条　都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権

に条件を付けることができる。
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（漁場又は漁具等の標識）

第百二十二条　都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、

漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供さ

れる物の標識の設置を命ずることができる。
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஦チྍ⁺ᴗ▱ࡿࡼ࡟ᴗㄪᩚつ๎⁺ࠉ���

ᴫせࠉ�����ࠉ

　漁業調整規則とは、漁業法及び水産資源保護法その他漁業に関する法令と相まって、水

産資源の保護培養、及びもって漁業生産から発展させることを目的とし、都道府県ごとに

操業実態、漁業調整の実態を踏まえて必要に応じて規定されている。

ᢤ⢋ࠥࠥࠉ㤶ᕝ┴⁺ᴗㄪᩚつ๎ࠉ�����

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：令和２年11月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県規則第61号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正：令和七年五月三十日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県規則第七十二号

　香川県漁業調整規則をここに公布する。

香川県漁業調整規則

　　第１章　総則（第１条－第３条）

　　第２章　漁業の許可（第４条－第31条）

　　第３章　水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置（第32条－第43条）

　　第４章　漁業の取締り（第44条－第47条）

　　第５章　雑則（第48条－第53条）

　　第６章　罰則（第54条－第57条）

　　附則

第１章　総則

（目的）

　　　第１条　この規則は、漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）、水産資

源保護法（昭和26年法律第313号）その他漁業に関する法令とあいまって、

香川県における水産資源の保護培養、及び漁業調整を図り、もって漁業生産

を発展させることを目的とする。

（県内に住所を有しない者の申請又は届出）

　　　第２条　県内に住所を有しない者は、第８条第１項の申請書を知事に提出しようとす

る場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添付しなければ

ならない。

第２章　漁業の許可

（知事による漁業の許可）

　　　第４条　法第57条第１項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業（第３

号、第８号、第15号、第22号、第26号及び第28号に掲げる漁業にあっては、

組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。）を営

もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。
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　　　　　（１）　小型まき網漁業　　海面において総トン数５トン未満の船舶を使用して小

型まき網（第32条第２項に掲げる漁業の方法を除く。）

により行う漁業

　　　　　（２）　機船船びき網漁業　海面において総トン数５トン未満の動力漁船を使用し

て機船船びきにより行う漁業

　　　　　（３）　地びき網漁業　　　海面において地びき網により行う漁業

　　　　　（４）　袋まち網漁業　　　海面において袋まち網により行う漁業

　　　　　（５）　ごち網漁業　　　　海面においてごち網（第32条第１号に掲げる漁業の方

法を除く。）により行う漁業

　　　　　（６）　敷網漁業　　　　　海面において敷網により行う漁業

　　　　　（７）　さし網漁業　　　　海面において船舶を使用してさし網により行う漁業

（次号に掲げる固定式さし網漁業を除く。）

　　　　　（８）　固定式さし網漁業　海面において船舶を使用して固定式さし網により行う

漁業

　　　　　（９）　すくい網漁業　　　海面においてすくい網により行う漁業

　　　　　（10）　たこつぼなわ漁業　海面において船舶を使用してたこつぼなわ（いいだこ

つぼなわを含む。）により行う漁業

　　　　　（11）　延なわ漁業　　　　海面において動力漁船を使用して延なわ（たい、はも

又はあなごをとることを目的とするものに限る。）に

より行う漁業

　　　　　（12）　せん漁業　　　　　海面において船舶を使用してせん（かご、いか巣及び

いかつけを含む。）により行う漁業（第10号に掲げる

たこつぼなわ漁業を除く。）

　　　　　（13）　空釣りなわ漁業　　海面において空釣りなわにより行う漁業

　　　　　（14）　潜水器漁業　　　　海面において船舶を使用して潜水器（簡易潜水器を含

む。）により行う漁業

　　　　　（15）　いさり漁業　　　　海面において船舶を使用していさり（ほこ、やす、は

ぐ又はかぎを使用するもの（火光を利用するものを含

む。）に限る。）により行う漁業

　　　　　（16）　まて突漁業　　　　海面においてまて突により行う漁業

　　　　　（17）　えむしかけ漁業　　海面においてえむしかけ（ゆうかけを含む。）により

行う漁業

　　　　　（18）　まきえ釣り漁業　　海面においてまきえ釣りにより行う漁業

　　　　　（19）　ひき釣り漁業　　　海面においてひき釣り（さわら又はひらをとることを

目的とするものに限る。）により行う漁業

　　　　　（20）　まだこ釣り漁業　　海面においてまだこ釣りにより行う漁業

　　　　　（21）　船舶を使用しないさし網漁業　海面において船舶を使用しないでさし網に

より行う漁業（次号に掲げる船舶を使用し

ない固定式さし網漁業を除く。）

　　　　　（22）　船舶を使用しない固定式さし網漁業　海面において船舶を使用しない固定
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式さし網により行う漁業

　　　　　（23）　船舶を使用しないたこつぼなわ漁業　海面において船舶を使用しないでた

こつぼなわ（いいだこつぼなわを含

む。）により行う漁業

　　　　　（24）　船舶を使用しないせん漁業　海面において船舶を使用しないでせん（かご、

いか巣及びいかつけを含む。）により行う漁

業（前号に掲げる船舶を使用しないたこつぼ

なわ漁業を除く。）

　　　　　（25）　船舶を使用しない潜水器漁業　海面において船舶を使用しないで潜水器

（簡易潜水器を含む。）により行う漁業

　　　　　（26）　小型定置網漁業　　海面において小型定置網により行う漁業

　　　　　（27）　建干網漁業　　　　海面において建干網により行う漁業

　　　　　（28）　素潜り漁業　　　　海面において素潜り（あわび又はなまこをとることを

目的とするものに限る。）により行う漁業

　　　　　（29）　うなぎ稚魚漁業　　うなぎの稚魚（全長13センチメートル以下のうなぎを

いう。）をとることを目的とする漁業

（許可等の条件）

　　　第13条　知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の

認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

第３章　水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

（遊漁者等の漁具漁法の制限）

　　　第40条　何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により

水産動植物を採捕してはならない。

　　　　　（１）　竿釣り又は手釣り（船舶を利用するものでまきえ釣り及びまだこ釣りを行

うものを除く。）

　　　　　（２）　たも網又は叉手網

　　　　　（３）　投網（船舶を使用しないものに限る。）

　　　　　（４）　やす、は具（船舶を使用しないものに限る。）

　　　　　（５）　徒手採捕

　　　　　２　前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

　　　　　（１）　漁業者が漁業を営む場合

　　　　　（２）　漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

　　　　　（３）　試験研究のために水産動植物を採捕する場合

　　　　　３ 第１項の規定により水産動植物を採捕する場合は、正当な漁業の操業を妨げ

ないようにしなければならない。

（試験研究等の適用除外）

　　　第43条　この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間

若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関す

る規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗（種卵を含む。）の自給（以
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下この条において「試験研究等」という。）のための水産動植物の採捕につ

いて知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

　　　　　２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事

に提出しなければならない。

　　　　　　　（１）～（８）略

　　　　　３ 知事は、第１項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交

付する。

　　　　　　　（１）～（９）略

　　　　　４　知事は、第１項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

　　　　　５ 第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、

その結果を知事に報告しなければならない。

　　　　　６ 第１項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとす

る場合は、知事の許可を受けなければならない。

　　　　　７ 第２項から第４項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において

第３項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるも

のとする。

　　　　　８ 第25条の規定は、第１項又は第６項の規定により許可を受けた者について準

用する。

第４章　漁業の取締り

（停泊命令等）

　　　第44条　知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する

法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めると

き（法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。）は、第131条第１項の

規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期

間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の

採捕若しくは養殖の用に供さる物について期間を指定してその使用の禁止若

しくは陸揚げを命ずることができる。

　　　　　２ 知事は、前項の規定による処分（法第25条第１項の規定に違反する行為に係

るものを除く。）をしようとするときは、行政手続法第13条第１項の規定に

よる意見陳述のための手続区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

　　　　　３ 第１項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わ

なければならない。

（船長等の乗組禁止命令）

　　　第45条　知事は、第４条第１項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれ

らの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をし

た者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船

舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

　　　　　２　前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。

（停船命令）
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　　　第47条　漁業監督吏員は、法第128条第３項の規定による検査又は質問をするため必

要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずるこ

とができる。

　　　　　２ 前項の規定による停船命令は、法第128条第３項の規定による検査又は質問

をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に

規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

　　　　　（１）　第２号様式による信号旗 Ｌ を掲げること。

　　　　　（２）　サイレン、汽笛その他の音響信号により Ｌ の信号（短音１回、長音１回、

短音２回）を約７秒の間隔を置いて連続して行うこと。

　　　　　（３）　投光器により Ｌ の信号（短光１回、長光１回、短光２回）を約７秒の間

隔を置いて連続して行うこと。

　　　　　３ 前項において、「長音」又は「長光」とは、約３秒間継続する吹鳴又は投光

をいい、「短音」又は「短光」とは、約１秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
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2-2-3 各こませ網漁業の制限又は条件（香川県）

　（1）いかなご込網漁業

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）いかなご以外の魚種を目的として操業してはならない。

　　3）日没から日の出までは操業してはならない。

　　4）関係漁業者と協定のうえ操業すること。

　　5）たこつぼなわ漁業者と協調のうえ操業すること。

　　6）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　7）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　8）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

　（2）餌料いわし込網漁業

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）餌料いわし以外の魚種を目的として操業してはならない。

　　3）日没から日の出までは操業してはならない。

　　4）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　5）当事者間の協定又は関係漁業者間の協定は厳守すること。

　　6）たこつぼなわ及び潮流を利用する他種漁業の妨害をしてはならない。

　　7）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　（3）大型いか込網漁業

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は「大型いか込網」一統のこと。

　　3）潮流を利用する他種漁業の妨害をしてはならない。

　　4）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定は厳守すること。

　　5）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　6）男木島東方の漁場については、特に「さわら流しさし網」漁業と協議のうえ操業

すること。

　　7）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　8）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　9）漁業調整上必要があるときは、更に条件を追加することがある。

　（4）小型いか込網漁業

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は袖網の長さが150メートル以内「小型いか込網」一統のこと。

　　3）潮流を利用する他種漁業の操業を妨害してはならない。

　　4）高松地区漁業調整協議会の指示事項を厳守すること。

　　5）関係漁業協同組合、連合会又は関係漁業者との協定を厳守すること。

　　6）大型いか込網と重複する漁期においては、大型いか込網の操業を優先すること。

　　7）県の指示する標旗を掲げなければ操業してはならない。

　　8）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　9）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　 10）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。
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　　 11）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

　（5）いか込網漁業

【四海】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は「いか込網」一統のこと。

　　3）関係漁業者間の協定は厳守すること。

　　4）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

【与島・本島】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は袖網の長さが150メートル以内、袋網の目合いが10節あるいはそれより

大きい「いか込網」一統のこと。

　　3）操業時間は別表に定めた操業開始時刻から終了時刻までの間とする。

　　4）潮流を利用する他種漁業の操業を妨害してはならない。

　　5）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定を遵守すること。

　　6）使用する船舶には、県が定めた標旗を掲げること。

　　7）夜間操業するときは、両端の錨ダル及びシリダルに灯火をつけること。

　　8）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　9）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

　（6）魚込網漁業

【庵治】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は「魚込網」一統のこと。

　　3）漁期、漁場その他操業については、庵治漁業協同組合長との契約及び指示事項は

厳守しなければならない。

　　4）潮流を利用する他種漁業の妨害をしてはならない。

　　5）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定は厳守すること。

　　6）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　7）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　8）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　9）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

　（7）まながつお込網漁業

【四海】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は袖網の長さが150メートル以内、袋網の目合いが10節あるいはそれより

大きい「まながつお込網」一統のこと。

　　3）潮流を利用する他種漁業の操業を妨害してはならない。

　　4）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定を遵守すること。

　　5）使用する船舶には、県が定めた標旗を掲げること。

　　6）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　7）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　8）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。
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【女木・男木・直島】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は「まながつお込網」一統のこと。

　　3）潮流を利用する他種漁業の操業を妨害してはならない。

　　4）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定は厳守すること。

　　5）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　6）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　7）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　8）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

【与島・本島】

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は袖網の長さが150メートル以内、袋網の目合いが10節あるいはそれより

大きい「まながつお込網」一統のこと。

　　3）操業時間は別表に定めた操業開始時刻から終了時刻までの間とする。

　　4）潮流を利用する他種漁業の操業を妨害してはならない。

　　5）関係漁業協同組合又は関係漁業者との協定を遵守すること。

　　6）使用する船舶には県が定めた標旗を掲げること。

　　7）夜間操業するときは、両端の錨ダル及びシリダルに灯火をつけること。

　　8）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　9）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。

　（8）小型まながつお込網漁業

　　1）漁業権漁場では、その漁業の妨害をしてはならない。

　　2）使用漁具は「小型まながつお込網」一統のこと。

　　3）潮流を利用する他種漁業の妨害をしてはならない。

　　4）高松地区漁業調整協議会の指示事項は厳守すること。

　　5）関係漁業協同組合、連合会又は関係漁業者との協定は厳守すること。

　　6）県の指示する標旗を掲げなければ操業してはならない。

　　7）航路筋、港域では船舶の航行、碇けいを妨げてはならない。

　　8）夜間操業するときは、両端の錨ダルに灯火をつけること。

　　9）前各項に違反したときは、この許可を取り消すことがある。

　　 10）漁業調整上必要があるときは、更に制限又は条件を追加することがある。
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2-2-4 各こませ網漁業の制限又は条件（岡山県）

　（1）いかなご込網漁業

　　 1）いかなご以外の魚種を目的として操業してはならない。

　　 2）使用漁具数は、一統に限る。

　　 3）競合する他種漁業とは、操業上協調しなければならない。

　　 4）漁業者間の操業協定は、遵守しなければならない。

　　 5）航路筋及び港域では、船舶の航行を妨害してはならない。

　　 6）海上保安部等から公益上要望があるときは、更に制限又は条件を追加することがあ

　　　　る。

　　 7）上記各号に違反したときは、許可を取り消すことがある。

　（注意）①　岡山県海面漁業調整規則第43条第３号の規定により、日没から日の出まで

　　　　　　の操業は禁止されています。

　　　　　②　香川県知事から、いかなご込網漁業許可をうけて香川県海面で操業すると

　　　　　　きもこの許可証を携帯して下さい。

　（2）いか込網漁業

　　 1）いか以外の魚種を目的として操業してはならない。

　　 2）使用漁具数は、一統に限る。

　　 3）航路筋及び港域では、船舶の航行を妨害してはならない。

　　 4）同業者間の操業協定は、遵守しなければならない。

　　 5）競合する他種漁業とは、操業上協調しなければならない。

　　 6）海上保安部等から公益上要望があるときは、更に制限又は条件を追加することが

　　　　ある。

　　 7）上記各号に違反したときは、許可を取り消すことがある。

　（3）まながつお込網漁業

　　 1）同業者間の操業協定は、遵守しなければならない。

　　 2）競合する他種漁業とは、操業上協調しなければならない。

　　 3）航路筋及び港域では、船舶の航行を妨害してはならない。

　　 4）海上保安部等から公益上要望があるときは、更に制限又は条件を追加することが

　　　　ある。

　（4）餌料いわし込網漁業

　　 1）航路筋・港湾口では、船舶の航行、停泊を妨げてはならない。

　　 2）しらすいわし以外の魚種を目的として操業してはならない。

　　 3）たこつぼ縄漁業とは協調のうえ操業しなければならない。

　　 4）操業協定事項は、厳守しなければならない。

　　 5）上記各号に違反したときは、許可を取り消すことがある。

　（注意）①　夜間操業の禁止

　　　　　②　岡山県海面漁業調整規則第43条第３号の規定により、日没から日の出まで

　　　　　　の操業は禁止されています。
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（昭和二十四年五月三十日法律第百二十一号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：令和七年六月一日（令和五年六月十六日法律第六十三号による改正）

　　　　　　　第一章　総則（第一条－第三条）

　　　　　　　第二章　水先人

　　　　　　　　第一節　水先人の免許及び水先人試験（第四条－第十三条）

　　　　　　　　第二節　登録水先人養成施設等（第十四条－第三十二条）

　　　　　　　第三章　水先及び水先区（第三十三条－第四十七条）

　　　　　　　第四章　水先人会及び日本水先人会連合会

　　　　　　　　第一節　水先人会（第四十八条－第五十四条）

　　　　　　　　第二節　日本水先人会連合会（第五十五条－第五十八条）

　　　　　　　第五章　監督（第五十九条－第六十九条）

　　　　　　　第六章　雑則（第七十条－第七十四条）

　　　　　　　第七章　罰則（第七十五条－第八十一条）

　　　　　　　附則

第一章　総則

（目的）

　　　第一条　この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び

　　　　　　確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保

　　　　　　　することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資

　　　　　　　することを目的とする。

（定義）

　　　第二条　この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶

　　　　　　　を導くことをいう。

　　　　　２　この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受

　　　　　　　けた者をいう。

　　　　　３　この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録

　　　　　　　水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。

（法の適用）

　　　第三条　この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人

　　　　　　　に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わっ

　　　　　　てその職務を行う者に適用する。

第三章　水先及び水先区

（水先区）

　第三十三条　水先区の名称及び区域は、政令で定める。
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　水先法施行令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和三十九年十一月十九日政令第三百五十四号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：令和二年十月一日（令和二年七月十日政令二百二十二号による改正）

　　内閣は、水先法 （昭和二十四年法律第百二十一号）第十一条第一項 、第十三条 及び

　第三十条 の規定に基づき、この政令を制定する。

　（強制水先の港及び水域の名称及び区域）

　第四条　法第三十五条第一項 の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならな

　　　　　い港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

　別表第二　（第四条、第五条関係）　～抜粋～

　港又は水域の名称　　区域

　備讃瀬戸区　　　　　香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノ

　　　　　　　　　　　クチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生

　　　　　　　　　　　岬及び同県瀬居島北端を順次に結んだ線、同地点から同県沙弥島

　　　　　　　　　　北端までの陸岸、同地点から百八十度千八百五十二メートルの地

　　　　　　　　　　　点まで引いた線、同地点、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を

　　　　　　　　　　　順次に結んだ線、同地点から同島松葉埼までの陸岸、同地点から

　　　　　　　　　　　三百度五千メートルの地点まで引いた線、同地点、同県佐柳島長

　　　　　　　　　　　崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結んだ線、同地

　　　　　　　　　　　点から同島フクベ鼻までの陸岸、同地点、岡山県細濃地島西端、

　　　　　　　　　　　同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端（北緯三十四度三

　　　　　　　　　　　十分十八秒東経百三十三度四十一分二十五秒）を順次に結んだ線、

　　　　　　　　　　　同地点から同県久須美鼻までの陸岸、同地点、香川県与島北端、

　　　　　　　　　　　同県荒神島二左衛門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結んだ線、

　　　　　　　　　　同地点から同島角埼までの陸岸並びに同地点、同県鹿島黒埼及び

　　　　　　　　　　　同県小豆島地蔵埼を順次に結んだ線により囲まれた海面並びに水

　　　　　　　　　　　島港の区域に属する河川水面

　備考　この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。

（水先人の員数）

　第三十四条　各水先区の水先人の最低の員数は、国土交通省令で定める。

（強制水先）

　第三十五条　次に掲げる船舶（海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。

　　　　　　　次項において同じ。）の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域にお

　　　　　　　いて、その船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶に

　　　　　　　ついて水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただ

　　　　　　　し、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ（定期傭船を

　　　　　　除く。）をした日本船舶以外の船舶の船長であって、当該港又は水域におい

　　　　　　て国土交通省令で定める回数以上航海に従事したと地方運輸局長（運輸監理
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　　　　　　　部長を含む。以下同じ。）が認めるもの（地方運輸局長の認定後二年を経過

しない者に限る。）が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。

　　　　　　　一　日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶

　　　　　　　二　日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン

以上の日本船舶

　　　　　　　三　前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶

　　　　　２ 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各

号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船

舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文

の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。こ

の場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令

で定める船舶以外の船舶については、適用しない。

（水先の制限）

　第三十七条　第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人でない者は、水

先をしてはならない。

（水先）

　　第四十条　水先人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由が

ある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。

　第四十一条　船長は、水先人が船舶に赴いたときは、正当な事由がある場合のほか、水先

人に水先をさせなければならない。

　　　　　２ 前項の規定は、水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航

を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈しては

ならない。

　第四十二条　水先人は、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは、正当な事由

がある場合のほか、その求めに応じ、かつ、誠実に水先をしなければならな

い。

（水先料）

　第四十六条　水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求す

ることができる。

　　　　　２ 水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。

（水先約款）

　第四十七条　水先人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

　　　　　２ 国土交通大臣は、前項の水先約款が利用者の正当な利益を害するおそれがあ

ると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命

ずることができる。

　　　　　３ 水先人は、第一項の水先約款について、その事務所において利用者に見やすい

ように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国

土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通

信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
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4-1 リーフレット

　  「こませ網漁業操業に係る安全確保について」



リーフレット「こませ網漁業操業に係る安全確保について」 参考資料４
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参　考　資　料　5

5-1 簡易型AISの概要図

5-2 簡易AISの諸元
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